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くらしの情報コーナー Life Information Life Information 
持
・
回
復
だ
け
で
な
く
、
全
身
的

な
機
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
期

待
で
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◆
内
容

・

口
腔
内
清
掃
お
よ
び
義
歯
清
掃

な
ど
の
歯
科
保
健
指
導

・

歯
周
疾
患
、
む
し
歯
な
ど
に
対

す
る
応
急
処
置

・

往
診
歯
科
医
療
の
必
要
性
の
把
握

※
市
内
の
協
力
歯
科
医
師
が
訪
問

し
ま
す
。

◆
対
象

①
６５
歳
以
上
の
寝
た
き
り
の
方

②
障
害
な
ど
に
よ
り
外
出
困
難
な
方

※
①
・
②
と
も
介
護
保
険
法
に
よ

る
歯
科
部
門
の
居
宅
療
養
管
理

指
導
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

る
方
お
よ
び
施
設
入
所
者
は
除

き
ま
す
。

◆
費
用

無
料
（
１
年
に
１
回
限
り
）

※
以
後
の
治
療
が
必
要
な
場
合
は

保
険
診
療
と
な
り
ま
す
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５　

�
１
８
６
５

健
康
づ
く
り
市
民
講
座
を
開
催

聞
こ
え
の
仕
組
み
や
難
聴
に
つ

い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、

聴
力
測
定
、
フ
レ
イ
ル
チ
ェッ
ク
、

運
動
・
口
腔
・
栄
養
・
補
聴
器
な

ど
の
相
談
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時

２
月
２７
日
㊎
１４
時
～
１６
時
４０
分

◆
場
所

保
健
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

講
演

〈
演
目
〉

「
聞
こ
え
と
脳
の
関
係
」～
補
聴

器
は
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
の
？
～

〈
講
師
〉

・

千
葉
大
学
医
学
部
付
属
病
院
・

君
津
中
央
病
院 

耳
鼻
咽
喉
科

医
師　
関
田 
恭
子
先
生

・

国
保
直
営
総
合
病
院
・
君
津

中
央
病
院

言
語
聴
覚
士　
石
渡 

智
一
先
生

各
種
相
談

・

運
動
、
口
腔
、
栄
養
、
補
聴
器

等
に
つ
い
て

・

簡
易
チ
ェ
ッ
ク
（
フ
レ
イ
ル
・

聴
覚
）

◆
定
員

８０
人

◆
申
込

Ｆ
Ａ
Ⅹ
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て

※
申
込
書
は
、
高
齢
者
支
援
課
窓

口
、
市
内
公
民
館
、
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
入
手
で
き
ま
す
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

山
武
長
生
夷
隅
地
域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
広
域
支
援
セ
ン
タ
ー

sci-koiki@
kujyukuri-hp.or.jp

☎
０
５
０-

１
７
９
０-

０
１
３
６

令
和
６・７・８
年
度（
追
加
）長
生
郡

市
広
域
市
町
村
圏
組
合
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

◆
受
付
期
間

２
月
１６
日
㊊
～
３
月
６
日
㊎

（
必
着
）

◆
申
請
方
法

郵
送

◆
有
効
期
間

令
和
８
年
６
月
１
日
～
令
和
９

年
５
月
３１
日

◆
申
請
様
式
等

長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

入
手

【
申
請
・
問
合
せ
】

〒
２
９
７-

０
０
３
５

茂
原
市
下
永
吉
２
１
０
１

長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

事
務
局
総
務
課
管
財
係

☎
�
０
１
０
７

多
重
債
務
者
相
談
窓
口
を
開
設

返
し
き
れ
な
い
借
金
で
悩
ん
で

い
ま
せ
ん
か
。
解
決
の
た
め
助
言

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
法
律
専

門
家
を
紹
介
し
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

◆
受
付
時
間

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
）

８
時
３０
分
～
12
時
、13
時
～
16
時
３０
分

問
財
務
省
関
東
財
務
局
債
務
相
談
窓
口

☎
０
４
３-

２
５
１-

７
８
３
０（
直
通
）

「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間
」

無
料
相
談
を
開
催

◆
期
間

２
月
１
日
㊐
～
２８
日
㊏

◆
場
所

ご
希
望
の
当
会
所
属
司
法
書
士
事
務
所

◆
相
談
例

「
登
記
名
義
人
が
先
々
代
の
ま
ま
」、

「
夫
（
妻
）
に
全
財
産
を
相
続
さ

せ
た
い
」
な
ど

◆
費
用

無
料

◆
申
込

各
司
法
書
士
事
務
所
へ
直
接
連
絡

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

千
葉
司
法
書
士
会

☎
０
４
３-

２
４
６-

２
６
６
６

市
役
所
本
庁
舎
、本
納
支
所（
本

納
公
民
館
は
除
く
）、下
水
道
課

（
川
中
島
終
末
処
理
場
）の
開
庁
時

間
を
次
の
と
お
り
、変
更
し
ま
し

た
。試
行
期
間
は
お
お
む
ね
１
年

程
度
を
予
定
し
て
お
り
、そ
の
後

本
格
導
入
す
る
か
検
討
し
ま
す
。

◆
開
庁
時
間

変
更
前　
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

変
更
後　
９
時
～
１６
時
３０
分

�

（
日
曜
開
庁
を
含
む
）

※
市
民
課
の
証
明
書
等
交
付
時
間

延
長
（
水
曜
日
１９
時
ま
で
）
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
電
話
の
受
付
時
間
も
９
時
か
ら

１６
時
３０
分
と
な
り
ま
す
。た
だ

し
、緊
急
の
場
合
は
対
応
し
ま
す

の
で
、代
表
電
話（
�
２
１
１
１
）

に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

問
職
員
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
８　

⒇
１
６
０
２

開
庁
時
間
を
試
行
的
に

�

変
更
し
ま
し
た
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